
 

～今年６月２６日の実務研修会でご講演頂いた内容を数カ月にわたり掲載させて頂きます～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４１回宗教法人実務担当者研修会 

「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」について(１) 

弁護士 別城 信太郎 

令和５年９月２５日 VOL.543 

天理教の顧問を長く務めさせていただい

ております、弁護士の別城と申します。本日

はどうぞ宜しくお願いいたします。 

この第４１回の宗教法人実務担当者研修

会にお呼びいただき、且つ、話をする機会を

与えられましたことに対し、御礼を申し上

げたいと思います。法人課の清水課長から

は今回は参加者が例年より多くて、これは

『法人等による寄附の不当な勧誘の防止等

に関する法律』についての関心が高いため

ではないかという、事前のプレッシャーも

かけられております。その責任を何とか果

たせればと思っているところです。 

まずこの『法人等による寄附の不当な勧

誘の防止等に関する法律』が、どのような章

立て及び条文で構成されており、中でも特

徴的な条文についてどういう解釈がなされ

ているのかという点について解説させてい

ただきます。その上で、天理教の非包括法人

である各教会の教会長兼代表役員の皆様

方、あるいは教区の担当者の皆様方が、この

法律にどう向き合えばよいのかという点に

ついて、私の思うところをお話させていた

だきます。質疑応答も入れまして、６０分程

度お付き合いください。 

法律の正式名称は『法人等による寄附の

不当な勧誘の防止等に関する法律』と、長っ

たらしい名称の法律ですが、世間では当初、

この法律を『被害者救済法』というような略

称で呼んでおりました。 

この法律の内容に照らしてみると、『被害

者救済法』というネーミングが適切なのかと

いう疑問があったところ、今日では『不当寄

附勧誘防止法』という略称が一般的になって

います。そこで、以下の私の話の中でも、『不

当寄附勧誘防止法』という略称を使わせてい

ただきます。 

最初に、この法律が出来る制定経緯につい

て、皆さんもすでに新聞等でよくご存知のと

ころだとは思いますが、少し振り返っておき

ます。 

昨年７月８日、この奈良の地において、安

倍元総理大臣が山上被告人に射撃暗殺され

るという事件に端を発しまして、今まで色々

とくすぶっておりました統一教会の問題が

一挙に噴き出すということになりました。 

具体的には霊感・悪徳商法、それから高額な

献金、政治家との癒着、宗教２世問題などで、

宗教法人法上の法人格を持つ団体である統

一教会の問題が一に社会問題として注目さ

れたのです。当初『被害者救済法』と呼ばれ

たこの法律は、根底には統一教会の被害者救

済をその目的としていることは間違いあり

ませんが、結果的には、対象を統一教会に限

定しているわけでなければ、宗教法人に限定

しているわけでもなく、宗教法人も含めて学

校法人、ＮＰＯ法人、さらには法人格のない

権利能力なき社団にまで対象が及んでおり、

その法人等に対して個人が寄附した場合に

適用される法律という形で生まれておりま

す。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律という形で生まれております。 

権利能力なき社団とは、法人格はないが

団体としての組織性を有し、多数決の原理

により運営され、構成員の変更にも拘わら

ず組織が存続し、規約等で代表の選出、総会

の運営、財産管理等が決まっているものを

いい、天理教の少年会や婦人会は、その権利

能力なき社団に該当するため、この法律が

適用されるということになります。 

少し脱線しますが、この法律が審議され

た国会の特別委員会の議事録などを見てい

ますと、野党の方が次のような前置きをし

て質問を行っています。「政府与党がここま

で大幅にかつ迅速に我々野党側の要求を譲

歩されたということは、長年にわたって統

一教会とズブズブの関係を築き上げていら

っしゃった議員を多数抱えておられる自民

党さんの状況を考えたとき、よくぞここま

で運んで下さったと感嘆せざるを得えませ

ん」と。額面通り受け取っていいのか、皮肉

なのかよく分かりませんが、特別委員会で

はこういう発言もありましたので紹介させ

ていただく次第です。 

 

第２「寄附」とは何か 

次に、この法律の対象となる「寄附」が何

を指すのかですが、お手元のレジュメ１頁

の中ほどに、対象とする「寄附」とは何かを

規定した第２条の条文を記載しています。 

 

統一教会は過去に宗教法人以外にも様々な

組織を抱えていて、個人の寄附先が統一教会

ではないこともありましたので、そういう場

合も射程に置くという意味でこの第１項のロ

という規定がございます。 

それから第２項に『個人が法人等に対し無

償で財産上の利益を供与する単独行為』との

規定が置かれています。 

宗教団体に対する寄附というものは、契約

ではないこの第２項に定める単独行為という

のが多いのではないかと言われています。例

えば「私が亡くなった時は、この土地あるい

はこのお金を天理教〇〇分教会に遺贈しま

す」というのは、これは典型的な単独行為で

あり、『消費者契約法』では対象にならない行

為です。この対象にならない行為を『不当寄

附勧誘防止法』の第２条第２項で取り込んで

いるということです。奉斎箱に１００万円お

供えするという行為も契約ではなくて、おそ

らく単独行為ということになります。 

『消費者契約法』と今回の法律というのは

重なっている部分もありますが、『消費者契約

法』ではカバーできない部分を、この『不当

寄附勧誘防止法』でカバーするという建てつ

けになっています。『消費者契約法』も今年の

６月１日に改正が施行されて、今日お話して

いる法律と歩調を合わせるような文言等に変

わっています。その箇所については後でご紹

介します。 

 

この法律において「寄附」とは、次に掲げるものをいう。 

 

 一 個人と法人等との間で締結される次に掲げる契約 

 イ 当該個人が当該法人等に対し無償で財産に関する権利を移転することを内容とする契約 

 ロ 当該個人が当該法人等に対し当該法人等以外の第三者に無償で当該個人の財産に関する権利を

移転することを委託することを内容とする契約 

 二 個人が法人等に対し無償で財産上の利益を供与する単独行為 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係者の皆様がこの法律にどう向き合えば

よいのかをお話しする時に触れさせてもら

います。 

ところで、後で禁止規定についてもお話し

しますが、その禁止規定というのは法人等が

どのような行為をしてはならないのかとい

うことを端的に定めています。それに対し

て、この配慮義務規定は、バクッとした包括

的な定めとなっています。 

審議された時の政府の答弁を見てみます

と、この配慮義務は多くは寄附する側、つま

り個人の方の気持ち等を問題として規定し

ているものであって、法人等の行為を基本的

に規定しているものではないということで

す。また、野党側は「配慮義務も禁止行為と

して掲げるべきだ」と主張したようですが、

それに関して政府は「禁止行為にするのであ

れば、こんな包括的な規定ではなく、具体的

な行為として定めなければならない」と答弁

しています。 

要するに、自動車運転を例に挙げると、「自

動車の運転を安全にしなければならない」と

いう条文では、禁止行為を定め、禁止規定を

設けたことにはならないということです。禁

止規定である以上、「この道路の制限速度は

〇〇㎞で、これを超えてはならない」とか、

あるいは「走行中は前方を注視しなさい」と

いった個々の具体的な定めを置かなければ

ならないからです。 

政府の答弁によりますと「配慮義務として

定まったものを個々の具体的な規定に落と

し込んでいくことは無理である」こと、また

「禁止規定にするのではなく、配慮義務に留

めた方が柔軟に解釈できる」という 2点を挙

げて、「禁止規定に持っていくわけにはいか

ず、配慮義務という形で定めておくべき」だ

と説明しています。この配慮義務は罰則の対

象になっておらず、当初の政府案でも勧告や

公表といった対象にもなっていませんでし

た。ただ、衆議院での審議の際に、行政の勧

告や公表の対象に加えられています。 

 

第３『不当寄附勧誘防止法』の概要 

それでは、今からこの『不当寄附勧誘防

止法』の概要を説明した上で、細かい話に

入っていきたいと思います。 

『不当寄附勧誘防止法』においては、 

第１に、配慮義務（３条）、禁止行為（４条）、

および借り入れ等による資金調達を要求

してはならないこと（５条）についての規

定が置かれています。 

第２に、配慮義務や禁止行為に反した場

合、行政が乗り出してきて、勧告や公表と

いったような行政上の措置等を行い（６

条、７条）、それでも従わないときや行政に

虚偽の報告をすれば、罰則を適用する（１

６～１８条）という定めになっています。 

第３に、不当な勧誘により困惑して寄附を

行った場合、その意思表示の取消しが出来

ると規定されています（８～９条）。『消費

者契約法』にも取消権というものが設けら

れていますが、先ほど説明しましたように

『消費者契約法』ではカバーできない部分

について、この法律で取消権の行使を認め

るという形です。 

また施行日ですが、本来的には３段階に

分けて順番に施行されていますが、今日の

時点（６月２６日）で申し上げますと、全

部の規定が施行されています。 

なお、扶養義務等に係る定期金債権につ

いて、確定期限の到来していない部分を保

全するための債権者代位権の行使につい

ての規定（１０条）は、また後で少し詳し

く触れさせていただきます。 

 

第４配慮義務について 

それでは、先ほどご紹介した配慮義務に

話を進めて参ります。この新法の第 3条に

は、➀判断困難の防止、②生活困難の防止、

③使途誤認の防止の３つの配慮義務が規

定されており、天理教の教会としては、特

に使途誤認の防止を定める第3号が関係し

てくると思いますので、この点は、天理教

の関係者の皆様がこの法律にどう向き合

えばよいのかをお話しする時に触れさせ

てもらいます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教区主催宗教法人実務研修会の開催状況(令和３年より) 

鹿児島、福岡、鳥取、岡山、東京、埼玉、千葉、福島、徳島、長崎 計１０教区 

受講人数 延べ 390 名 

研修内容「宗教法人の基礎」「備付・提出書類」「最近の行政の動き」等 

開催を検討している教区は内容や日時などお気軽にご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律専門相談室のご案内 

毎月２５日午後２時～ 場所：教庁 

弁護士  別城信太郎 先生  山浦 美卯 先生 

完全予約制です。相談を希望される際は、事前に当課までご連絡ください。 

外線直通 ０７４３－６３－２１５７ (担当：原田) 

内線電話 ５２０８，５２０９ 

FAX番号 ０７３２－６３－３８０４ 

【配慮義務】 

第３条 法人等は、寄附の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に十分に配慮しなければならない。  

一 寄附の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判

断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること。          【判断困難の防止】 

二 寄附により、個人又はその配偶者若しくは親族（当該個人が民法（明治 29 年法律第 89 号）第 877 条か

ら第 880条までの規定により扶養の義務を負う者に限る。第５条において同じ。）の生活の維持を困難に

することがないようにすること。                       【生活困難の防止】 

三 寄附の勧誘を受ける個人に対し、当該寄附の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにする

とともに、寄附される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること。【使途誤認の防止】 

どういう場合に勧告等がなされるのかと

いうことですが、配慮義務の遵守に係る勧

告等を定める第 6 条第１項には、➀勧誘を

受ける個人の権利の保護に著しい支障が生

じていることが明らかに認められること

と、②同様の支障が生じるおそれが著しい

と認められることの 2 つの要件が規定され

ています。    

そして第 2 項は、前項の規定による勧告

をした場合に、その勧告を受けた法人が、こ

れに従わないときはその旨を公表するこ

と、第 3項では、必要な報告を求めることが

できるということが定められています。 

配慮義務に違反した場合の具体的な勧告

の内容について国会などの答弁を見てみま

すと、「特定の個人からの寄附が始まったこ

とによって、家族の生活レベルが著しく低 

下してしまい、学費や食費にも事欠くような

状態に陥っている」ようなケースでは、先ほ

どの要件を満たすことになり、「改めて寄附

者に意向を確認して生活の維持に支障が生

じる事態になっていないか確認しなさい」と

いう勧告を当該法人に対して出すことが考

えられると説明しています。 

勧告の内容は、抽象的なものではなく、具

体的な内容で発出されることが前提となっ

ているわけです。そして勧告に従わなかった

ら即公表というわけではなく、条文上では

『公表することができる』となっており、行

政が悪質性の程度、個人の対する侵害の程

度、また将来繰り返される恐れの有無等、

様々なことを行政が総合的に勘案して決め

るという建てつけです。 

続く 


